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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年６月１８日 １０時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市音戸町高須北方沖 

 呉市所在の音戸大橋橋梁灯（Ｃ２灯）から真方位１８０°７７０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°１１.３′ 東経１３２°３２.２′） 

事故調査の経過  平成２５年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 平成
へいせい

丸、０.８トン 

 ＨＳ３－３７２７１（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.９７ｍ×１.９４ｍ×０.３７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６.７８kＷ、平成４年１０月２２日 

 第２７０－３７８１０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５９年１１月２９日 

  免許証交付日 平成２３年２月１６日 

         （平成２８年４月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関等が濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、音戸町に所在する高須浮防波堤

（以下「本件防波堤」という。）北西方沖約４００ｍのたこ
．．

つぼ漁開

始場所において、船長が、微速力前進とし、右舷船首部に設置したネ

ットラインホーラ（以下「ラインホーラ」という。）を操作してたこ
．．

つぼの揚収を行い、甲板上の右舷にたこ
．．

つぼを並べながら、陸岸に沿

ってゆっくりと東進した。 

 本船は、船首が南方を向いて本件防波堤の西方沖５０ｍ付近に至

り、船長が、残り２、３個で揚収作業が終了すると思い、たこ
．．

つぼを

右舷甲板上に置いたところ、平成２５年６月１８日１０時３０分ごろ

一気に右舷側に転覆した。 

 船長は、海に投げ出された後、船底を上にして転覆している本船の
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船首部につかまっていたところ、しょう戒業務中の海上保安部の巡視

艇に救助された。 

 本船は、間もなく、沈没したが、その後、陸揚げされた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、右舷側に転覆する頃、右舷側に崩れる網やたこ
．．

つぼのロー

プを見た。 

 船長は、本事故当時、睡眠不足で体調が悪く、判断力が低下してい

たので、本事故後、たこ
．．

つぼの積み方が適切でなかったと思った。 

 たこ
．．

つぼ漁は、直径約８mm の幹縄に約７ｍ間隔でつながれた長さ約

０.５ｍの枝縄に付けたたこ
．．

つぼを海底に仕掛け、その後、引き揚げ

ていた。 

 たこ
．．

つぼは、直径約１５cm 長さ約３０cm 重さ約３kg のプラスチッ

ク製であり、長さが約５００ｍの幹縄に約８０個付けていた。 

 本船は、本事故当時、甲板上の左舷に約１００kg の網を積んでい

た。 

 本船は、本事故当時、甲板上の右舷に引き揚げた約４００kg のたこ
．．

つぼを積んでいた。 

 本船は、最大積載量が１,２００kg であった。 

 本船は、和船型であり、船体中央部の船尾寄りの両舷の甲板上に直

径約７５mm の排水口が設けられ、傾斜が大きくなれば、海水が甲板上

に流入していた。 

 本船は、船尾から船体中央部付近にかけてステンレスの支柱によ

り、長さ約３ｍ幅約２ｍの天幕が張られていた。 

 ラインホーラは、重量が約４０kg であり、甲板上高さ約０.８ｍの

脚の上部にラインを巻き取る直径約０.２５ｍのドラムを取り付けて

おり、脚の中心から約０.５５ｍ舷外に振り出して使用するものであ

った。 

 ラインホーラは、出力３５０Ｗ、電圧２４Ｖの定格負荷が１分間の

巻上速さ１８ｍであり、１１５kgf、３５ｍで６０kgf であった。 

 船長は、本事故当時、ラインホーラの回転速度を中速として１分間

におよそ２個のたこ
．．

つぼを揚収していた。 

 船長は、本事故と同じ状況でたこ
．．

つぼ漁をしたことがあったが、転

覆の危険を感じたことはなかった。 

 船長は、ゴムカッパ上下、長靴及びゴム手袋を着用していた。 

 船長は、救命胴衣を横に置いていたが、着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

あり 

不明 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、音戸町高須北方沖でたこ
．．

つぼの揚収作業中、甲板上の右舷

にたこ
．．

つぼを積んだことから、右舷側に傾斜して甲板上の漁具が右舷

側に移動し、右舷側に転覆したものと考えられる。 

 船長は、たこ
．．

つぼの積付けを適切に行っていれば、本事故の発生を

防止できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、音戸町高須北方沖でたこ
．．

つぼの揚収作業中、甲

板上の右舷にたこ
．．

つぼを積んだため、右舷側に転覆したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、体調が悪いと感じたときには漁に出ないことに

した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶の甲板上に漁具などを積む際は、船体傾斜が生じないように

するとともに、荷崩れ防止にも注意すること。 

 ・１人で操業中は救命胴衣を着用すること。 

 


